　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第７６回“社会を明るくする運動”
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
作文コンテスト実施要綱
（大阪府推進委員会）
１　趣　旨 
[bookmark: _GoBack]“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、新たな被害者も加害者も生まない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な活動です。昭和２６年に始まり、本年で第７６回を迎えます。本年は、「「保護司」をはじめとする更生保護ボランティアを広く知ってもらおう」という統一テーマのもと、活動を展開することとしています。
本作文コンテストは、次代を担う小・中学生の皆さんに、日常の家庭生活や学校生活の中で体験したこと、あるいは更生保護や保護司などのボランティアの活動について聞いたり調べたりしたことを基に、安全・安心な明るい地域社会づくりや犯罪・非行をした人の立ち直りについて考えたことを作文に書くことを通じ、更生保護に対する理解を深めてもらうことを目的としています。
なお、本作文コンテストは、第４３回“社会を明るくする運動”（平成５年）から始まり、今回で３４回目となります。

２　主　催
　　法務省／大阪保護観察所
　　“社会を明るくする運動”中央推進委員会／大阪府推進委員会

３　後　援
　　全国連合小学校長会	全日本中学校長会
　　全国小学校国語教育研究会	全日本中学校国語教育研究協議会
　　公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会	更生保護法人全国保護司連盟
　　一般社団法人日本更生保護女性連盟	特定非営利活動法人日本ＢＢＳ連盟
　　更生保護法人日本更生保護協会　　　　　　　　　　更生保護法人立川更生保護財団
　　丸善雄松堂株式会社　　　　　　　　　　　　　　　株式会社丸善ジュンク堂書店

４　作文の応募規定
（１）資　格
　　　　大阪府の小学生及び中学生（義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部に在学する者並びに外国人学校に在学する者で小学生及び中学生に準ずる生徒を含む。）
（２）テーマ
　　　　　“社会を明るくする運動”の趣旨を踏まえ、日常の家庭生活や学校生活の中で体験したこと、あるいは更生保護や保護司などのボランティアの活動について聞いたり調べたりしたことを基に、安全・安心な明るい地域社会づくりや犯罪・非行をした人の立ち直りについて考えたこと、感じたことなどを題材としたもの。
本テーマについて考える機会として、保護司をはじめとする更生保護ボランティアを学校に招いて授業・学習を実施することについても御検討ください。
（３）原稿の枚数、様式
４００字詰め原稿用紙３～５枚程度。手書き、パソコン等で作成したものいずれも可。
（４）その他
　　ア　応募作品は、他の作文コンテスト等への応募作品又は応募予定作品を除く自作・未発表のものに限ります。ただし、応募者の持つ様々な特性に応じた合理的配慮については、これを十分に行います。
　　イ　盗作や不適切な引用（出典を明示せずに他者の文章や表現を用いる場合や、引用部分が自身の文章と明確に区別されていない場合など）のある作品、生成ＡＩを利用して作成した作品は提出できません。
　　ウ　応募に当たっては、氏名（ふりがな）、学校名、学年、作品名を明記してください。
　　エ　応募規定に沿わない作品については、審査対象外となることがありますので御留意ください。
オ　応募に当たっては、氏名、学校名、学年、作品名及び作品内容が報道機関やインターネット等により公表される可能性があることについて、あらかじめ保護者の承諾が得られていることを前提とします。

５　応募方法　　　
（１）各小中学校においては、所在地の“社会を明るくする運動”地区推進委員会（以下「地区委員会」という。）に、各地区委員会が定めた日までに送付してください。締切日等詳細については末尾記載の問い合わせ先に照会願います。
（２）地区委員会は、適宜の方法により優秀作品（小学生、中学生それぞれ３編以内。ただし、小学生のみ中学生のみの推薦に限り６編以内）を選定し、９月２９日（火）（期限厳守）までに大阪府推進委員会（大阪保護観察所）あて、別紙推薦書を添えて推薦してください。
（３）大阪府推進委員会は、受理した推薦作品を審査の上、入賞作品を決定します。中央推進委員会の入賞作品については、大阪府推進委員会の一次審査の上位作品が推薦され、中央推進委員会が審査を行い決定します。

６　中央推進委員会の表彰
　　　中央推進委員会に推薦された作品について、同委員会において審査の上、入賞作品を決定します。
（１）審査員（予定・下記団体代表者）
　　　　全国小学校国語教育研究会　　　　　　全日本中学校国語教育研究協議会
　　　　更生保護法人全国保護司連盟	一般社団法人日本更生保護女性連盟
　　　　特定非営利活動法人日本ＢＢＳ連盟	更生保護法人日本更生保護協会
　　　　法務省保護局　　　　　　　　　　　　丸善雄松堂株式会社
株式会社丸善ジュンク堂書店
（２）表　彰（予定）
　　ア　最優秀賞（法務大臣賞）　　　　小学生・中学生各１点　
　　イ　優秀賞　　　　　　　　　　　　全国連合小学校長会会長賞　　　小学生３点 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全日本中学校長会会長賞　　　　中学生３点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国保護司連盟理事長賞　　　　小学生・中学生各３点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本更生保護女性連盟理事長賞　小学生・中学生各３点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本ＢＢＳ連盟会長賞　　　　　小学生・中学生各３点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本更生保護協会理事長賞　　　小学生・中学生各３点
　　　　　各賞については、１２月頃に、大阪府推進委員会事務局を通じて発表し、入賞者には表彰状、トロフィー等を贈呈します。
　　ウ　参加学校に対する特別賞　　　　小学校・中学校各１校
　　　　本作文コンテストに参加する学校のうち、特に積極的な取組を行う小学校・中学校に対し、特別賞（丸善まなびのつながり賞）として、表彰状及び副賞（図書寄贈）を贈呈します。
なお、大阪府推進委員会から中央推進委員会に推薦する学校については、本コンテストに対するこれまでの取組状況、地区委員会の意見等を踏まえ、大阪府推進委員会事務局において選定します。
（３）表彰式（予定）
　　　最優秀賞及び参加学校に対する特別賞については、中央推進委員会（東京・法務省）において、各優秀賞については、大阪府推進委員会において、それぞれ行います。

７　大阪府推進委員会の表彰
　　　大阪府推進委員会に推薦された作品について、同委員会において審査の上、入賞作品を決定します。
（１）審査員（予定・下記団体代表者）
　　　　大阪府教育庁　　　　　　大阪府保護司会連合会
　　　　大阪更生保護女性連盟　　大阪保護観察所　　
（２）表　彰（予定）
　　ア　ひまわり奨励賞　　　小学生・中学生各３点
　　イ　佳作賞　　　　　　　小学生・中学生合わせて約１０点
　　　　　入賞者には、表彰状及び記念品を贈呈します。
（３）表彰式（予定）
　　　　ひまわり奨励賞等については、大阪府推進委員会において行います。

８　その他
（１）応募作品の著作権は、主催者に帰属するものとします。
（２）応募作品は原則として返却しません。必要な方はコピーを手元に残すようにしてください。
（３）ひまわり奨励賞作品については、氏名、学校名、学年、作品名及び作品内容が、特別賞受賞校については、学校名及びその取組内容が、報道機関、インターネット等において公表されたり、各推進委員会で作成する作文集に掲載される場合があります。
なお、作品や取組の公表及び掲載に当たっては、作品の趣旨を損なわない範囲で一部修正することがあります。

９　本コンテストに関する照会先
【大阪府推進委員会事務局】　
大阪保護観察所　民間活動支援専門官室
住所：〒５４０－０００８　大阪市中央区大手前４－１－７６　大阪合同庁舎第４号館５階
電話：０６－６９４９－６２４１　　ＦＡＸ：０６－６９２０－３０５５
【地区“社会を明るくする運動”推進（実施）委員会】
住所：大阪府泉南郡岬町深日２０００番地の１
電話：０７２－４９２－２７００　ＦＡＸ：０７２－４９２－５８１４
